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現在、森林吸収分野として承認されている
森林経営活動、植林活動及び再造林活動の３
つの方法論に基づき、平成25(2013)年度の制
度開始から令和７(2025)年度末までの累計
で355件の森林管理プロジェクトが登録され
ており、このうち令和７(2025)年度の新規登
録件数は94件で過去最大となっている。クレ
ジット認証量は、同期間の累計で240.1万CO2

トンであり、このうち100.5万CO2トンが令和
７(2025)年度に認証された45(資料Ⅰ－18)。
認証量が大幅に伸びた主な要因は、認証見込
量10万CO2トン超の大規模プロジェクトの認
証が始まったことによるものである。

再生可能エネルギーの分野では、木質バイオマス固形燃料の方法論が承認されており、
令和７(2025)年度末までの累計で、169件のプロジェクトが登録され、クレジット認証量
は211万CO2トンとなっている。 

令和５(2023)年度以降は、Ｊ-クレジットを扱う取引プラットフォーム開設の動きが活発化し
ている。東京証券取引所では、令和５(2023)年度にカーボン・クレジット市場を開設し取引所
取引を開始しており、同市場における令和８(2026)年３月末時点での森林由来Ｊ-クレジットの
取引実績は、累計19,953CO2トン、取引平均価格は１CO2トン当たり5,584円となっている46。
その他にも、民間主導による森林由来Ｊ-クレジットの取引に特化したプラットフォームも
開設されている。また、令和８(2026)年度から本格的に稼働する排出量取引制度(GX-ETS)で
は、制度対象者は各年度の排出実績量について10％を上限としてＪ-クレジット等による控
除が可能となり、Ｊ-クレジットの需要拡大につながる可能性がある。こうした動きにより、
森林関連分野を含むＪ-クレジット全体の取引が更に活性化することが期待される。 

林野庁では、プロジェクト実施者となる森林・林業関係者の裾野拡大や森林由来Ｊ-クレ
ジットの創出・活用拡大を後押しするため、セミナー等を通じた制度の普及や優良事例の
情報発信に取り組んでいる。また、令和７(2025)年３月には、森林整備による生物多様性
の保全や水源の涵

かん
養、資源の循環利用、地域経済への貢献等の便益を非炭素プレミアム価

値として、企業等の需要者に対して訴求するための「森林吸収系Ｊ-クレジットの非炭素プ
レミアム価値を訴求するための手引き」を作成し、公表している。他の排出削減系のクレ
ジットにはない非炭素プレミアム価値を訴求することにより、森林由来Ｊ-クレジットの取
引が選好され、その販売収益が森林整備の財源として活用されるとともに、それを購入す
る需要者が投資家等からも評価されるような好循環が期待される(事例Ⅰ－５)。

45 Ｊ-クレジットの登録件数及び認証量は、国内クレジット及びＪ-VERクレジットからの移行分を含む。 
46 森林吸収分野以外の主なＪ-クレジットである省エネルギー分野と再生可能エネルギー分野の取引実績はそれぞれ

357,311CO2トン、719,746CO2トン、１CO2トン当たりの取引平均価格はそれぞれ2,927円、4,590円(電力と熱の加重
平均)となっている。 

資資料料ⅠⅠ－－1188  森林管理プロジェクトの
登録件数及びクレジット
認証量の推移(累計) 

資料：林野庁森林利用課作成。 
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 事例Ⅰ－５ 森林由来Ｊ-クレジットを通じた企業との連携による森林の
価値訴求と持続可能な森林整備の取組 

「尾鷲ネイチャーポジティブアクション会議inみなとみらい」 
協賛企業による事業提案の様子 

森林由来Ｊ-クレジット創出・購入を 
契機とした森林整備 

三重県尾
お

鷲
わせ

市では、林業が古くから基幹産業として地域の発展に寄与してきたが、近年
は林業従事者数の減少や放置林の増加が地域の課題となっている。このような状況を踏ま
え、同市はゼロカーボンシティ宣言の中で「22世紀に向けたサステナブルシティの実現」を掲
げ、林業の新しい価値づくりとして森林由来Ｊ-クレジットの創出・販売に力を入れている。 

その取組の一環として、同市が戦略パートナーとして協定を結んでおり、NFT注を環境保
全に紐づけるサービスの運営を行っている株式会社paramita(東京都新宿区)との連携の下、
市有林から創出したＪ-クレジットを販売している。また、販売の取組を通じて、二酸化炭
素の価値だけでなく、森林がもたらす水源涵

かん
養や生物多様性等の価値訴求も行うなど、森

林由来Ｊ-クレジットを購入することの意義を分かりやすく示すことで、企業の呼び込みを
行っている。 

このような森林の価値訴求に関する取組は、クレジット販売収益の活用にとどまらない
森林整備にもつながっている。同市で生産される水産物を調達する外食事業者は、海の環
境保全が持続的な事業に直結するとして、山と海が近接する同市に対して企業版ふるさと
納税を行い、森林や藻場の再生活動の支援に貢献している。 

こうした取組をきっかけとして、令和８(2026)年１月には、同市におけるネイチャーポ
ジティブ経営を企業と議論し合う「尾鷲ネイチャーポジティブアクション会議 inみなとみ
らい」を神奈川県横浜市で開催した。国内の主要な大手企業、環境保全に取り組むNPO、
地方公共団体、研究機関などから100名を超える担当者が一堂に会し、尾鷲市のこれからの
森林整備や林業の在り方、自然資本の価値についてディスカッションが行われた。同会議
では、協賛する８企業等により、海・山・里山が一体となった自然を有する尾鷲市を舞台と
したネイチャーポジティブ経営についての事業提案が行われた。 

このように、森林由来Ｊ-クレジットの創出・販売を契機とした新たな関係人口の創出や
森林の価値の積極的な訴求に取り組んでおり、森林の価値を最大限に生かしたサステナブ
ルな地域づくりのための取組が進められている。

注：金融取引で利用されるブロックチェーン技術を用いて、デジタル資産の唯一性と所有権を改ざんできない
形で証明する仕組み。 
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